
防衛省訓令第６５号

特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）、特定秘密

の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）及び特定秘密の指

定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成

２６年１０月１４日閣議決定）を実施するため、特定秘密の取扱いに関する適

性評価の実施に関する訓令を次のように定める。

平成２６年１２月１０日

防衛大臣 江渡 聡徳

特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令
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附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、特定秘密の保護に関する法律（以下「法」という。

）第１２条第１項に規定する適性評価の実施のために防衛省本省（以下

「本省」という。）において必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 法、特定秘密の保護に関する法律施行令及び特定秘密の指定及び

その解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（

以下「運用基準」という。）に定めるもののほか、この訓令において、

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 施設等機関等 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本

部、防衛監察本部及び地方防衛局をいう。

⑵ 本省職員 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２条第５項に規定する

防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛装備庁の職員

及び自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１条に規定する合議制の

機関の委員以外のものをいう。

⑶ 事務官等 事務官、技官及び教官をいう。

⑷ 防衛大臣補佐官等 防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛省顧問及び防

衛省参与の設置に関する訓令（昭和６０年防衛庁訓令第４６号）に定める顧問

及び参与、防衛大臣秘書官、防衛事務次官並びに防衛審議官をいう。

⑸ 苦情受理窓口 適性評価についての苦情の申出を受理するため、内

部部局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部

及び施設等機関等に設けられる窓口をいう。

⑹ 特定秘密管理者 特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６

４号）第３条第１項に規定する特定秘密管理者をいう。

⑺ 特定秘密取扱職員 特定秘密の保護に関する訓令第２条第１号に規定する特

定秘密取扱職員をいう。

⑻ 保全契約 法第５条第４項に基づき適合事業者に特定秘密を保有させる場合

に締結する契約又は法第８条第１項に基づき適合事業者に特定秘密を提供する

場合に締結する契約をいう。

（適性評価に関する事務に関与することができる者）

第３条 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛事務次官並びに第



５条、第６条、第３５条及び第３６条の規定に基づき適性評価に関する事務に関

与する者以外の者は、適性評価に関する事務に関与してはならない。ただ

し、法第１２条第４項の規定による質問に回答し、若しくは同項の規定による照

会に対し必要な事項を報告する場合、若しくは適性評価の実施に関する事務に必

要な連絡を取り次ぐ場合、又は適性評価についての苦情の申出に対応するため必

要な場合は、この限りでない。

２ 前項の規定に基づき適性評価に関する事務に関与することができる者

のうち、防衛事務次官並びに第５条、第６条、第３５条及び第３６条の

規定に基づき適性評価に関する事務に関与する者は、自らの適性評価に

関する事務に関与してはならない。

（留意事項）

第４条 適性評価は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

⑴ 評価対象者、評価対象者の家族その他の関係者のプライバシーの保護に十分

に配慮すること。

⑵ 評価対象者の選定に当たっては、過不足なく必要な者に範囲を限ること。

⑶ 適合事業者の従業者については、公務員と異なる立場にあること等を考慮し

、適性評価の実施に当たっては、適性評価について分かりやすい説明を行い、

その実施についてよく理解を得ること。

⑷ 適性評価の調査は、評価対象者の思想、信条及び信教並びに適法な政治活動

、市民活動及び労働組合の活動をはじめ、法第１２条第２項各号に掲げる事項

以外の事項について行ってはならないこと。

⑸ 前号の調査の過程において、調査事項に関係しない情報を取得した場合には

、これを記録してはならないこと。

⑹ 適性評価は、特定秘密の取扱いの業務を行った際に特定秘密を漏らすおそれ

がないことについての評価であり、人事評価又はその他の能力の実証を行うも

のではないことを踏まえ、人事評価のために適性評価の結果を利用等してはな

らないこと。

⑺ 適性評価に関わる者は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信

条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない」と規定する憲法第１４条の規定を遵守するとともに、基本

的人権を不当に侵害することのないようにしなければならないこと。

⑻ 適性評価についての苦情を申し出た者（以下「苦情申出者」という。）につ

いて、苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない

こと。

⑼ 高い情報セキュリティ対策が必要な個人情報を含む評価対象者が記載し、又



は記録した適性評価に関する文書等の受渡しに当たっては、適切な情報セキュ

リティ対策を講ずること。

第２章 本省職員についての適性評価の実施

第１節 実施体制

（適性評価実施責任者）

第５条 本省職員に対する適性評価について、適性評価の実施に関する事

務を総括する者（以下「適性評価実施責任者」という。）は、次の表の左

欄に掲げる本省職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者とする。

本省職員 適性評価実施責任者

１ 防衛大臣補佐官等並びに内部部局にお 防衛政策局長

いて勤務する書記官、部員及び事務官

等

２ 統合幕僚監部及び共同の部隊（自衛隊 統合幕僚長

法第２１条の２第１項に規定する共同

の部隊をいう。以下同じ。）において

勤務する事務官等

３ 陸上自衛官及び陸上自衛隊（自衛隊体 陸上幕僚長

育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長

の監督を受ける自衛隊地区病院及び自

衛隊地方協力本部を含む。以下同じ。

）において勤務する事務官等

４ 海上自衛官及び海上自衛隊（海上幕僚 海上幕僚長

長の監督を受ける自衛隊地区病院を含

む。以下同じ。）において勤務する事

務官等

５ 航空自衛官及び航空自衛隊（航空幕僚 航空幕僚長

長の監督を受ける自衛隊地区病院を含

む。以下同じ。）において勤務する事

務官等

６ 施設等機関等において勤務する事務官 各施設等機関等の長

等

（適性評価実施担当者の指名）



第６条 適性評価実施責任者は、秘密の保全に関する事務を所掌する部署

に所属する者の中から、本省職員に対する適性評価について、適性評価

の実施に必要な事務を行う者（以下「適性評価実施担当者」という。）

を指名するものとする。

第２節 評価対象者の選定並びに適性評価の実施についての告知及び

同意

（名簿の提出）

第７条 特定秘密管理者は、自らが特定秘密の保護に関する業務を管理す

る機関等の本省職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるため適性評価

を実施する必要があると認めるときは、当該本省職員の氏名、生年月日

、所属する部署、官職名、法第１２条第１項各号のうち該当する号（同

項第３号に該当する場合には該当すると認める理由を含む。）その他評

価対象者の選定に当たって参考となる事項を記載し、又は記録した別記第

１号様式の名簿（以下「候補者名簿」という。）を作成し、適性評価実

施責任者に対し提出するものとする。ただし、法第１３条第１項に規定

する適性評価の結果の通知の日から本省における勤務を本務として継続

している者のうち、当該通知の日から５年を経過していない者（法第１

２条第１項第３号に掲げる者を除く。）については、候補者名簿に登載

しないことができる。

２ 特定秘密管理者は、候補者名簿に記載し、又は記録した事項を変更する

必要が生じたとき（評価対象者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込ま

れなくなったときを含む。）は、速やかに当該候補者名簿を提出した適性

評価実施責任者にその旨を通知するものとする。

３ 防衛大臣補佐官等に係る前２項に規定する候補者名簿に関する事務は

、防衛政策局長が行うものとする。

（名簿の承認）

第８条 前条第１項及び第３項の規定に基づき候補者名簿の提出を受けた適

性評価実施責任者は、当該候補者名簿に登載された本省職員について、

法第１２条第１項各号のいずれかに該当するものとして適性評価を実施

する必要があると認めるときは、当該本省職員の適性評価を実施するこ

とについて、防衛大臣に申請し、その承認を得なければならない。

２ 適性評価実施責任者は、前項の申請に係る防衛大臣の承認又は不承認

について、候補者名簿を提出した特定秘密管理者に通知するものとする。

ただし、候補者名簿に登載されている本省職員が防衛大臣補佐官等であ

る場合には、防衛政策局長に通知するものとする。



（評価対象者に対する告知）

第９条 防衛大臣は、別記第２号様式の「適性評価の実施に当たってのお知

らせ（告知書）」を適性評価実施担当者を通じて評価対象者に交付（当該

告知書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、

当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供）をする

ことにより、法第１２条第３項に規定する告知を行うものとする。

（評価対象者の同意等）

第１０条 防衛大臣は、別記第３号様式の「適性評価の実施についての同意書

」（当該同意書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）及び

別記第４号様式の「公務所又は公私の団体への照会等についての同意書

」（当該同意書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）（以

下「同意書」と総称する。）の提出を適性評価実施担当者を通じて評価

対象者から受けることにより、法第１２条第３項に規定する評価対象者

の同意を得るものとする。

２ 評価対象者は、適性評価の実施についての同意書に必要事項を記載し

、又は記録することにより、法第１３条第４項ただし書に規定する理由

の通知を希望しない旨の申出を行うことができる。

３ 同意書を提出した評価対象者は、法第１３条第４項に規定する理由の通知につ

いての希望を変更したいときは、第２２条又は第２３条に規定する通知を受ける

までの間、適性評価実施担当者にその旨の申出を行うことにより、当該希望を変

更することができる。

４ 適性評価実施担当者は、同意書の提出を受けた後に第３節に規定する調査を開

始するものとする。ただし、第１３条第１項に規定する「質問票（適性評価）」

及び資料については、同意書と同時に提出を受けることを妨げない。

（評価対象者の不同意等）

第１１条 適性評価実施担当者は、評価対象者から別記第５号様式の「適性

評価の実施についての不同意書」（当該不同意書に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を含む。以下単に「不同意書」という。）の提出を受けたと

き、又は評価対象者から同意書若しくは不同意書の提出を受けられなか

ったときは、その旨を適性評価実施責任者を経て防衛大臣に報告するも

のとする。

２ 前項の場合には、法第１２条第３項に規定する評価対象者の同意を得られなか

ったものとする。

３ 第１項の規定に基づき報告を受けた適性評価実施責任者は、同意を得

られなかった評価対象者が登載された候補者名簿を提出した特定秘密管



理者に対し、当該評価対象者の同意を得られなかったことにより適性評

価を実施しなかった旨を通知するものとする。ただし、当該評価対象者

が防衛大臣補佐官等である場合には、防衛政策局長に対して通知するものと

する。

（評価対象者の同意の取下げ）

第１２条 同意書を提出した評価対象者は、第２２条又は第２３条に規定

する通知を受けるまでの間、別記第６号様式の「適性評価の実施につい

ての同意の取下書」（当該同意の取下書に記載すべき事項を記録した電

磁的記録を含む。以下単に「同意の取下書」という。）を適性評価実施

担当者を通じて防衛大臣に提出することにより、自らに関する適性評価

が実施されることについての同意を取り下げることができる。

２ 適性評価実施担当者は、評価対象者から同意の取下書の提出を受けた

ときは、当該評価対象者に関する適性評価の手続を直ちに中止するとと

もに、同意の取下書の提出を受けたこと及び適性評価の手続を中止した

ことを適性評価実施責任者を経て防衛大臣に報告するものとする。

３ 防衛大臣は、前項に規定する報告を受けたときは、同意の取下書を提

出した評価対象者に対し、別記第７号様式の「適性評価結果等通知書（

本人用）」（当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。

第１９条第３項及び第４１条第３項において同じ。）を適性評価実施担

当者を通じて交付するものとする。

４ 第２項の規定に基づき報告を受けた適性評価実施責任者は、同意の取

下書を提出した評価対象者が登載された候補者名簿を提出した特定秘密

管理者に対し、当該評価対象者の同意が取り下げられたことにより適性

評価の手続を中止した旨を通知するものとする。ただし、当該評価対象者

が防衛大臣補佐官等である場合には、防衛政策局長に対して通知するものとする。

第３節 調査の実施

（評価対象者による質問票の提出等）

第１３条 適性評価実施担当者は、第１８条の２に規定する場合を除き、

適性評価の実施に同意した評価対象者に対し、別記第８号様式の「質問

票（適性評価）」（当該質問票に記載すべき事項を記録した電磁的記録

を含む。以下単に「質問票」という。）の提出を求めるものとする。この

場合において、適性評価実施担当者は、調査のために必要な範囲内で、

本人確認書類、旅券の写しその他の資料の提出を併せて求めることがで

きる。

２ 適性評価実施担当者は、前項の規定に基づき質問票の提出を求める際



には、質問票が具体的に、漏れなくかつ正確に記載され、又は記録され

るよう、また、適性評価の結果が通知されるまでの間に質問票に記載し

、又は記録した事項に変更が生じたときには速やかに申し出るよう、評

価対象者に求めるものとする。

（上司等に対する質問等）

第１４条 適性評価実施担当者は、第１８条の２に規定する場合を除き、

評価対象者の職務の遂行状況等についてよく知ると認める上司等を選定

し、これらの者に対して、別記第９号様式の「調査票（適性評価）」（

当該調査票に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下単に「

調査票」という。）の提出を求めるものとする。

２ 前項の規定に基づき調査票の提出を求められた上司等は、調査票に記

載し、又は記録すべき内容について評価対象者本人に確認してはならな

い。

３ 適性評価実施担当者は、質問票に記載され、又は記録された事項等に

ついて疑義が生じ、これを確認するなどの必要があるときは、評価対象

者の上司、同僚その他の知人（以下「関係者」という。）に対し、評価

対象者に関する質問を行うことができる。この場合において、適性評価

実施担当者は、適性評価の趣旨及び当該関係者への質問が評価対象者の

適性評価のために行われるものである旨を説明し、当該関係者への質問

が、当該関係者についての調査であるとの誤解を与えることのないよう

にするとともに、当該関係者から聴取したことにより得られた情報が評

価対象者に示される可能性がある旨を説明するものとする。

（人事管理情報等による確認）

第１５条 適性評価実施担当者は、質問票に記載され、又は記録された事

項等について疑義が生じ、これを確認するなどの必要があるときは、関

係部署等に対し、人事管理についての情報等の報告を求めることができ

る。

（評価対象者に対する面接等）

第１６条 適性評価実施担当者は、質問票に記載され、又は記録された事

項等について疑義が生じ、これを確認するなどの必要があるときは、評

価対象者本人に対する面接を実施することができる。この場合において

、適性評価実施担当者は、評価対象者本人であることを確認するため必

要があるときは、身分証明書の提示を求めることができ、また、評価対

象者に質問した事項を確認するなどの必要があるときは、評価対象者に

資料の提出を求めることができる。



（公務所又は公私の団体に対する照会）

第１７条 防衛大臣は、適性評価実施担当者による調査において、評価対

象者について保有し、又は調査により収集した情報のみによっては質問

票に記載され、又は記録された事項等についての疑義が解消されず、こ

れを確認するなどの必要があるときは、法第１２条第４項に基づき、同

項に規定する公務所又は公私の団体（以下「公務所等」という。）に照

会し、必要な報告を求めるものとする。ただし、国の行政機関以外への

照会については、調査のための補完的な措置として、必要最小限となる

ようにしなければならない。

２ 前項の規定に基づく照会は、別記第１０号様式の「適性評価のための

照会書」（当該照会書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。

以下単に「照会書」という。）を公務所等に交付することにより行うも

のとする。ただし、公務所等において照会書の交付を要しないとした場

合は、この限りでない。

３ 第１項の規定に基づく照会において、公務所等の求めがあったときは、評

価対象者が提出した「公務所又は公私の団体への照会等についての同意

書」の写しを提示し、又は交付するものとする。

（適性評価実施担当者証の携帯等）

第１８条 適性評価実施担当者は、適性評価のための調査に従事する者で

あることを明らかにするため、別記第１１号様式の「適性評価実施担当

者証」を携帯し、評価対象者、評価対象者の関係者及び公務所等の担当

者等に対して、これを提示するものとする。

（他の行政機関による情報の提供等）

第１８条の２ 適性評価実施担当者は、評価対象者が他の行政機関において適

性評価の対象となったことがある場合は、当該行政機関の適性評価実施担当者に

対して、過去に実施した適性評価の際に記載され、又は記録された質問票又

は調査票、これらに係る回答内容その他の過去に実施した適性評価の過程で得た

情報の提供を求めることができる。この場合において、当該行政機関の適性評価

実施担当者から質問票又は調査票の提供を受け、当該質問票又は調査票に基づき

、十分な調査を実施できると認めるときは、第１３条及び第１４条の規定にかか

わらず、新たに質問票又は調査票の提出を求めることを要しない。

（手続の中止）

第１９条 適性評価実施責任者は、特定秘密管理者又は防衛政策局長から

、第７条第２項又は第３項の規定に基づき、評価対象者が特定秘密の取

扱いの業務を行うことが見込まれなくなった旨の通知を受けたときは、



適性評価実施担当者に、当該評価対象者に関する適性評価の手続を直ち

に中止させるものとする。

２ 適性評価実施担当者は、前項の規定に基づき適性評価の手続を中止し

たときは、その旨を適性評価実施責任者を経て防衛大臣に報告するもの

とする。

３ 防衛大臣は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、特定秘密の取

扱いの業務を行うことが見込まれなくなった評価対象者に対し、別記第

７号様式の「適性評価結果等通知書（本人用）」を適性評価実施担当者

を通じて交付することにより、適性評価の手続を中止したことを通知す

るものとする。

第４節 評価及び結果の通知

（評価に係る考え方）

第２０条 評価を行うに当たっては、運用基準Ⅳ第６項第１号に規定する

評価の基本的な考え方に従い、同項第２号に掲げる要素を考慮するもの

とする。

（評価結果に係る手続）

第２１条 適性評価実施担当者は、前節の規定に基づく調査を終了したと

きは、適性評価の結果に係る意見を付して当該調査の結果について適性

評価実施責任者に報告を行うものとする。

２ 適性評価実施責任者は、前項に規定する報告に基づき、適性評価の結

果に係る意見を付して調査の結果について防衛大臣に報告することを、

防衛政策局長に依頼するものとする。

３ 防衛政策局長は、前項の規定による依頼に基づき、適性評価の結果に

係る意見を付して調査の結果について防衛大臣に報告を行うものとする。

４ 防衛大臣は、前項に規定する報告を踏まえ、適性評価の結果を決定するものと

する。

（特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者への結果の通知等）

第２２条 防衛大臣は、別記第１２号様式の「適性評価結果等通知書（本

人用）」（当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。

第４６条第１項において同じ。）を適性評価実施担当者を通じて、適性

評価において特定秘密を漏らすおそれがないと認められた評価対象者に

対して交付することにより、法第１３条第１項に規定する通知を行うも

のとする。

２ 前項の規定に基づき通知を行う際、評価対象者が特定秘密の取扱いの

業務を行うに当たり、特定秘密の保護のための法令及び関係規則を遵守



し、特定秘密の保護に努め、これを漏らさないことを誓約することを明

らかにするとともに、第３０条第１項各号に掲げる事情が生じた場合に

速やかにこれを当該評価対象者が属する機関等の特定秘密管理者に申し

出ること等について確認することを明らかにするため、前項の評価対象

者から別記第１３号様式の「特定秘密の保護に関する誓約書」（当該誓

約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下単に「誓約書

」という。）を徴するものとする。ただし、当該評価対象者が防衛大臣補佐

官等である場合については、第３０条第１項各号に掲げる事情が生じたことを、

防衛政策局長に申し出るものとする。

（特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった者への結果の通知

等）

第２３条 防衛大臣は、別記第１４号様式の「適性評価結果等通知書（本

人用）」（当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。

第４７条第１項において同じ。）を適性評価実施担当者を通じて、適性

評価において特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった評価対

象者に対して交付することにより、法第１３条第１項及び第４項に規定

する通知を行うものとする。その際、当該評価対象者が第１０条第２項

に規定する申出を行っているときは、法第１３条第４項に規定する理由

を通知しないものとする。

２ 前項に規定する理由の通知に当たっては、その理由が本人の申告に基

づく事実によるものであるときには、当該事実を示すなど具体的に理由

を示すものとする。ただし、評価対象者以外の者の個人情報の保護を図

るとともに、当該理由の通知によって、調査の着眼点、情報源、手法等

が明らかとなり、適性評価の円滑な実施の確保を妨げることとならない

ようにしなければならない。

（特定秘密管理者等への結果の通知）

第２４条 適性評価実施責任者は、評価対象者についての適性評価の結果

を、当該評価対象者が登載された候補者名簿を提出した特定秘密管理者

に対して通知するものとする。ただし、当該評価対象者が防衛大臣補佐官

等である場合には、防衛政策局長に対して通知するものとする。

第５節 苦情の申出とその処理

（苦情処理責任者の指名等）

第２５条 本省職員に対する適性評価について、苦情の処理に関する事務を

総括する者（以下「苦情処理責任者」という。）及び苦情受理窓口は、次

の表の左欄に掲げる本省職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄



に掲げるとおりとする。

本省職員 苦情処理責任者 苦情受理窓口

１ 防衛大臣補佐官等並び 防衛政策局長 防衛政策局調査課

に内部部局において勤

務する書記官、部員及

び事務官等

２ 統合幕僚監部及び共同 統合幕僚長 統合幕僚監部総務部総務課

の部隊において勤務す

る事務官等

３ 陸上自衛官及び陸上自 陸上幕僚長 陸上幕僚監部指揮通信シス

衛隊において勤務する テム・情報部情報課

事務官等

４ 海上自衛官及び海上自 海上幕僚長 海上幕僚監部指揮通信情報

衛隊において勤務する 部情報課

事務官等

５ 航空自衛官及び航空自 航空幕僚長 航空幕僚監部運用支援・情

衛隊において勤務する 報部情報課

事務官等

６ 施設等機関等において 各施設等機関等の長 秘密の保全に関する事務を

勤務する事務官等 所掌する部署

（苦情の申出等）

第２６条 評価対象者は、法第１４条第１項に規定する苦情の申出を、そ

の氏名、生年月日、所属する部署、官職名及び連絡先並びに具体的な苦

情の内容を明らかにし、苦情受理窓口に提出することにより行うものと

する。

２ 苦情処理責任者は、前項に規定する苦情の申出を受けたときは、速や

かに当該苦情の概要を防衛大臣に報告するとともに、当該苦情を処理し

、又は処理しない旨の方針を上申するものとする。

３ 防衛大臣は、前項の規定による上申を踏まえ、評価対象者による苦情

を処理し、又は処理しない旨を決定するものとする。

４ 苦情処理責任者は、前項の規定による決定を受けて、本省職員に対す

る適性評価について、苦情の処理に必要な事務を行う者（以下「苦情処理担



当者」という。）を指名するものとする。この場合において、苦情処理

責任者は、苦情申出者に係る適性評価のための調査に直接従事した者を

苦情処理担当者に指名しないものとする。

５ 苦情処理責任者は、苦情の処理に関する事務を総括するに当たって、前項に規

定する苦情処理担当者以外に当該事務に関与する者を必要最小限にとどめるもの

とする。

６ 苦情処理責任者は、苦情申出者に対し、第３項の規定に基づく決定の

内容並びに苦情を処理する旨の決定がなされた場合は苦情処理担当者の

氏名、連絡先等を通知するものとする。

（苦情の処理の手続）

第２７条 苦情処理担当者は、苦情についての調査のために必要な範囲内

で、苦情申出者、適性評価実施担当者その他の必要と認める者に質問し

、又は苦情申出者若しくは適性評価実施担当者に資料の提出を求めるこ

とができる。

２ 苦情申出者が、自らが申し出た苦情について意見を述べ、又は資料を

提出することを希望したときは、苦情処理担当者は、その機会を与えな

ければならない。

３ 苦情処理担当者は、苦情についての調査が終了したときは、当該調査

の結果及び当該苦情に係る処理の方針を苦情処理責任者に報告するもの

とする。

４ 苦情処理責任者は、前項の規定による報告に基づき、調査の結果及び

苦情に係る処理の方針を防衛大臣に上申するものとする。

５ 防衛大臣は、前項に規定する上申を踏まえ、苦情に係る処理の方針を

決定するものとする。

（苦情処理結果の通知等）

第２８条 防衛大臣は、別記第１５号様式の「苦情処理結果通知書」（当

該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を苦情処理

担当者を通じて苦情申出者に対して交付することにより、法第１４条第

２項に規定する通知を行うものとする。

２ 前項の規定に基づき結果の通知を行うに当たっては、単に結論を示す

だけでなく、判断の根拠等を具体的に説明するものとする。ただし、苦

情申出者以外の者の個人情報の保護を図るとともに、当該結果の通知に

よって、適性評価の調査の着眼点、情報源、手法等が明らかとなり、適

性評価の円滑な実施の確保を妨げることとならないようにしなければな

らない。



３ 苦情処理責任者は、苦情処理の結果、適性評価の手続等が適正を欠く

と認めるときその他手続等の改善が必要と認めるときは、適性評価実施

責任者にその改善を勧告するなど適切な措置を講ずるものとする。

４ 適性評価実施責任者は、前項の規定による勧告を受けて改善措置を講

じたときは、苦情処理責任者にその概要を報告するものとする。

５ 苦情処理責任者は、苦情処理の結果、改めて苦情申出者の適性評価を

実施する必要があると認める場合には、その旨を適性評価実施責任者に

通知するものとする。

６ 適性評価実施責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、その

内容を当該通知に係る苦情申出者が属する機関等の特定秘密管理者に通

知するとともに、改めて苦情申出者の適性評価を実施するものとする。

ただし、当該通知に係る苦情申出者が防衛大臣補佐官等である場合につ

いては、防衛政策局長に通知するものとする。

７ 前項の場合において、適性評価実施担当者は、第１３条第１項及び第

１４条第１項の規定にかかわらず、質問票及び調査票の提出を求めない

ことができる。

（苦情処理手続に準じた措置）

第２９条 苦情処理責任者は、評価対象者以外の者が申し出た適性評価に

関する苦情についても、第２６条から前条までに規定する手続に準じて

処理するものとする。

第６節 適性評価実施後の措置

（本省職員が法第１２条第１項第３号に該当する可能性がある場合の措

置）

第３０条 特定秘密取扱職員の上司等は、当該特定秘密取扱職員について

次に掲げる事情の有無について把握に努めるものとする。

⑴ 外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。

⑵ 罪を犯して検挙されたこと。

⑶ 懲戒処分の対象となる行為をしたこと。

⑷ 情報の取扱いに関する規則に違反したこと。

⑸ 違法な薬物の所持、使用など薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。

⑹ 自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わ

せ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。

⑺ 飲酒により、けんかなどの対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支障を

生じさせたりしたこと。

⑻ 裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑



われる状況に陥ったこと。

⑼ 特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じたこと。

２ 特定秘密取扱職員の上司等は、前項各号に掲げる事情があると認めた場合には

、速やかにこれを当該特定秘密取扱職員が属する機関等の特定秘密管理者に連絡

するものとする。ただし、当該特定秘密取扱職員が防衛大臣補佐官等である場合

については、防衛政策局長に連絡するものとする。

３ 前項の規定に基づく連絡又は誓約書に基づく特定秘密取扱職員からの前

項各号に掲げる事情がある旨の申出を受けた特定秘密管理者又は防衛政

策局長は、当該連絡又は申出に係る事情が、法第１２条第１項第３号に

規定する事情に該当すると認めるときは、当該連絡又は申出に係る本省

職員が特定秘密の取扱いの業務を行うことのないよう必要な措置を講ず

るとともに、当該措置を講じた旨を適性評価実施責任者に通知するもの

とする。この場合において、特定秘密管理者又は防衛政策局長が当該本

省職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせる必要があると認めるときは

、改めて当該本省職員についての適性評価を実施しなければならない。

４ 第２項の規定に基づく連絡又は前項に規定する申出を受けた特定秘密

管理者又は防衛政策局長は、当該連絡又は申出に係る事情が、法第１２

条第１項第３号に規定する事情に該当しないと認めるときは、その旨を

当該連絡又は申出をした者に通知するものとする。

第７節 適性評価の実施状況の記録

（適性評価の実施状況の記録）

第３１条 適性評価実施責任者は、本省職員に対する適性評価の実施状況

を把握するために必要な事項を記録した帳簿を作成するものとする。

２ 防衛政策局長は、前項に規定する帳簿を取りまとめて、本省における

防衛省職員に対する適性評価の実施状況を記録した帳簿を作成するもの

とする。

第８節 評価対象者等が異動をした場合の特例

（評価対象者が適性評価手続中に異動した場合の特例）

第３２条 評価対象者が、同意書の提出後、第１３条から第２４条までの

規定に基づく適性評価手続の終了前に適性評価実施責任者を異にする異

動をした場合であって、異動後も引き続き特定秘密の取扱いの業務を行

うため適性評価を実施する必要があると異動後の特定秘密管理者が認め

るときは、異動前に適性評価実施責任者及び適性評価実施担当者（以下

この項において「適性評価実施責任者等」という。）がした行為は、異

動後の適性評価実施責任者等がした行為とみなす。この場合において、



異動前の適性評価実施責任者等は、遅滞なく、当該評価対象者の適性評

価に関する事務を異動後の適性評価実施責任者等に引き継ぐものとする。

２ 前項に規定する場合において、評価対象者が第２６条第１項に規定す

る苦情の申出を行おうとするときは、異動後の苦情処理責任者、苦情処

理担当者及び苦情受理窓口（次条において「苦情処理責任者等」という。

）が当該苦情の処理を行うものとする。

（評価対象者等が適性評価手続後に異動した場合の特例）

第３３条 本省職員が適性評価実施責任者を異にする異動をした場合は、異動前の

適性評価実施責任者は、異動後の適性評価実施責任者に対し、当該本省職員に係

る適性評価の状況を速やかに通知するものとする。

２ 前項に規定する場合において、異動後の適性評価実施責任者は、遅滞なく、異

動後の適性評価実施担当者に対し、当該本省職員に係る適性評価の状況について

、第３１条第１項に規定する帳簿に記録させるものとする。

３ 評価対象者が適性評価手続の終了後に苦情処理責任者等を異にする異動をした

場合において、当該評価対象者が第２６条第１項に規定する苦情の申出を行おう

とするときは、適性評価を受けた際に当該評価対象者が所属していた本省職員の

区分（第２５条の表の左欄に掲げる本省職員の区分をいう。次項において同じ。

）に応ずる苦情処理責任者等が当該苦情の処理を行うものとする。

４ 評価対象者が適性評価手続の終了後に防衛装備庁へ異動をした場合において、

当該評価対象者が第２６条第１項に規定する苦情の申出を行おうとするときは、

適性評価を受けた際に当該評価対象者が所属していた本省職員の区分に応ずる苦

情処理責任者等が当該苦情の処理を行うものとする。

第３章 適合事業者の従業者についての適性評価の実施等

第１節 実施体制等

（本省職員についての適性評価の実施に係る規定の準用）

第３４条 本省と保全契約を締結したこと等により特定秘密の取扱いの業務を行う

ことが見込まれることとなった適合事業者（次条の表及び第４９条の表において

「契約相手方」という。）の従業者に対する適性評価については、本章に定める

もののほか、第９条、第１６条から第１８条まで、第１９条、第２０条、第２６

条、第２７条及び第２９条の規定を準用する。

（適性評価実施責任者）

第３５条 適合事業者の従業者の適性評価について、適性評価実施責任者は、次の

表の左欄に掲げる従業者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者とする。



従業者 適性評価実施責任者

１ 内部部局の契約相手方の従業者 防衛政策局長

２ 統合幕僚監部及び共同の部隊の契約相 統合幕僚長

手方の従業者

３ 陸上自衛隊の契約相手方の従業者 陸上幕僚長

４ 海上自衛隊の契約相手方の従業者 海上幕僚長

５ 航空自衛隊の契約相手方の従業者 航空幕僚長

６ 施設等機関等の契約相手方の従業者 各施設等機関等の長

（適性評価実施担当者の指名）

第３６条 適性評価実施責任者は、秘密の保全に関する事務を所掌する部署に所属

する者の中から、従業者に対する適性評価について、適性評価実施担当者を指名

するものとする。

第２節 評価対象者の選定並びに適性評価の実施についての告知及び同意

（名簿の受領）

第３７条 適合事業者が、その従業者として特定秘密の取扱いの業務を行わせる必

要があると認め、その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名、派遣労働者

であるときはその旨及び予定している業務内容、法第１２条第１項各号のうち該

当する号（同項第３号に該当する場合には該当すると認める理由を含む。）その

他評価対象者の選定に当たって参考となる事項を記載し、又は記録した名簿を作

成し、提出した場合は、当該適合事業者に特定秘密の取扱いの業務を行わせるこ

とが見込まれている機関等の特定秘密管理者が、当該名簿を受領するものとする。

２ 前項に規定する名簿の受領は、適合事業者が、本省との保全契約を締結した後

等、当該適合事業者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれることとな

った後に行うものとする。

３ 第１項の規定に基づき適合事業者から名簿を受領した特定秘密管理者は、当該

名簿に登載された従業者に特定秘密の取扱いの業務を行わせるために適性評価を

実施する必要があると認めるときは、当該従業者の氏名、生年月日、所属する部

署、役職名、派遣労働者であるときはその旨及び予定している業務内容、法第１

２条第１項各号のうち該当する号（同項第３号に該当する場合には該当すると認

める理由を含む。）その他評価対象者の選定に当たって参考となる事項を記載し

、又は記録した別記第１６号様式の候補者名簿を作成し、適性評価実施責任者に

対し提出するものとする。ただし、法第１３条第１項に規定する適性評価の結果

の通知の日から当該適合事業者において勤務を継続している者のうち、当該通知



の日から５年を経過していない者（法第１２条第１項第３号に掲げる者を除く。

）については、候補者名簿に登載しないことができる。

４ 第１項の規定に基づき適合事業者から名簿を受領した特定秘密管理者は、特定

秘密の取扱いの業務を行わせる必要がなく、候補者名簿に登載することを要しな

いと認める従業者がいるときは、その旨を適合事業者に通知するとともに、その

通知に係る従業者が派遣労働者であるときは、その通知の内容を当該従業者を雇

用する事業主に通知するよう当該適合事業者に求めるものとする。

５ 特定秘密管理者は、適合事業者に対し、候補者名簿に記載し、又は記録した事

項に変更があるときは、速やかに通知するよう求めるものとする。

６ 特定秘密管理者は、候補者名簿に記載し、又は記録した事項を変更する必要が

生じたとき（評価対象者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれなくな

ったときを含む。）は、速やかに当該候補者名簿を提出した適性評価実施責任者

にその旨を通知するものとする。

（名簿の承認）

第３８条 前条第３項の規定により候補者名簿の提出を受けた適性評価実施責任者

は、当該候補者名簿に登載された従業者について、法第１２条第１項各号のいず

れかに該当するものとして適性評価を実施する必要があると認めるときは、当該

従業者の適性評価を実施することについて、防衛大臣に申請し、その承認を得な

ければならない。

２ 適性評価実施責任者は、前項の申請に係る防衛大臣の承認又は不承認について

、候補者名簿を提出した特定秘密管理者に通知するものとする。

３ 前項の規定による通知を受けた特定秘密管理者は、その内容を適合事業者に通

知するとともに、その通知に係る従業者が派遣労働者であるときは、その通知の

内容を当該従業者を雇用する事業主に通知するよう当該適合事業者に求めるもの

とする。

（評価対象者の同意等）

第３９条 防衛大臣は、同意書の提出を適性評価実施担当者を通じて評価

対象者から受けることにより、法第１２条第３項に規定する評価対象者

の同意を得るものとする。

２ 評価対象者は、適性評価の実施についての同意書に必要事項を記載し

、又は記録することにより、法第１３条第４項ただし書に規定する理由

の通知を希望しない旨の申出を行うことができる。

３ 同意書を提出した評価対象者は、法第１３条第４項に規定する理由の通知につ

いての希望を変更したいときは、第４６条又は第４７条に規定する通知を受ける

までの間、適性評価実施担当者にその旨の申出を行うことにより、当該希望を変



更することができる。

４ 適性評価実施担当者は、同意書の提出を受けた後に次節に規定する調査を開始

するものとする。ただし、第４２条第１項に規定する質問票及び資料については

、同意書と同時に提出を受けることを妨げない。

（評価対象者の不同意等）

第４０条 適性評価実施担当者は、評価対象者から不同意書の提出を受けたとき、

又は評価対象者から同意書若しくは不同意書の提出を受けられなかったときは、

その旨を適性評価実施責任者を経て防衛大臣に報告するものとする。

２ 前項の場合には、法第１２条第３項に規定する評価対象者の同意を得られなか

ったものとする。

３ 第１項の規定に基づき報告を受けた適性評価実施責任者は、同意を得られなか

った評価対象者が登載された候補者名簿を提出した特定秘密管理者に対し、当該

評価対象者の同意を得られなかったことにより適性評価を実施しなかった旨を通

知するものとする。

４ 前項の規定による通知を受けた特定秘密管理者は、名簿を提出した適合事業者

に対し、評価対象者の同意を得られなかったことにより適性評価を実施しなかっ

た旨を別記第１７号様式の「適性評価結果等通知書（適合事業者用）」（当該

通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を交付すること

により通知するとともに、その通知に係る評価対象者が派遣労働者であるときは

、通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に通知するよう当該適合事業者

に求めるものとする。

（評価対象者の同意の取下げ）

第４１条 同意書を提出した評価対象者は、第４６条又は第４７条に規定する通知

を受けるまでの間、同意の取下書を適性評価実施担当者を通じて防衛大臣に提出

することにより、自らに関する適性評価が実施されることについての同意を取り

下げることができる。

２ 適性評価実施担当者は、評価対象者から同意の取下書の提出を受けたときは、

当該評価対象者に関する適性評価の手続を直ちに中止するとともに、同意の取下

書の提出を受けたこと及び適性評価の手続を中止したことを適性評価実施責任者

を経て防衛大臣に報告するものとする。

３ 防衛大臣は、前項に規定する報告を受けたときは、同意の取下書を提出した評

価対象者に対し、別記第７号様式の「適性評価結果等通知書（本人用）」を適性

評価実施担当者を通じて交付するものとする。

４ 第２項の規定に基づき報告を受けた適性評価実施責任者は、同意の取下書を提

出した評価対象者が登載された候補者名簿を提出した特定秘密管理者に対し、当



該評価対象者の同意が取り下げられたことにより適性評価の手続を中止した旨を

通知するものとする。

５ 前項の規定による通知を受けた特定秘密管理者は、前条第４項の規定に準じて

必要な手続を行うものとする。

第３節 調査の実施

（評価対象者による質問票の提出等）

第４２条 適性評価実施担当者は、第４４条の２に規定する場合を除き、適性

評価の実施に同意した評価対象者に対し、質問票の提出を求めるものと

する。この場合において、適性評価実施担当者は、調査のために必要な

範囲内で、本人確認書類、旅券の写しその他の資料の提出を併せて求め

ることができる。

２ 適性評価実施担当者は、前項の規定に基づき質問票の提出を求める際

には、質問票が具体的に、漏れなくかつ正確に記載され、又は記録され

るよう、また、適性評価の結果が通知されるまでの間に質問票に記載し

、又は記録した事項に変更が生じたときには速やかに申し出るよう、評

価対象者に求めるものとする。

（上司等に対する質問等）

第４３条 適性評価実施担当者は、第４４条の２に規定する場合を除き、評価対象

者の職務の遂行状況等についてよく知ると認める従業者等を選定し、当該従業者

等に対して、調査票の提出を求めるものとする。

２ 適性評価実施担当者は、前項に規定する調査票の提出を求められた従業者等に

、調査票に記載し、又は記録すべき内容について評価対象者本人に確認してはな

らない旨を説明するものとする。

３ 適性評価実施担当者は、質問票に記載され、又は記録された事項等について疑

義が生じ、これを確認するなどの必要があるときは、関係者に対し、評価対象者

に関する質問を行うことができる。この場合において、適性評価実施担当者は、

適性評価の趣旨及び当該関係者への質問が評価対象者の適性評価のために行われ

るものである旨を説明し、当該関係者への質問が、当該関係者についての調査で

あるとの誤解を与えることのないようにするとともに、当該関係者から聴取した

ことにより得られた情報が評価対象者に示される可能性がある旨を説明するもの

とする。

（人事管理情報等による確認）

第４４条 適性評価実施担当者は、質問票に記載され、又は記録された事項等につ

いて疑義が生じ、これを確認するなどの必要があるときは、適合事業者又は過去

に評価対象者を雇用していた者に対し、人事管理についての情報等の報告を求め



ることができる。

（他の行政機関による情報の提供等）

第４４条の２ 適性評価実施担当者は、評価対象者が他の行政機関において適性評

価の対象となったことがある場合は、当該行政機関の適性評価実施担当者に対し

て、過去に実施した適性評価の際に記載され、又は記録された質問票又は調

査票、これらに係る回答内容その他の過去に実施した適性評価の過程で得た情報

の提供を求めることができる。この場合において、当該行政機関の適性評価実施

担当者から質問票又は調査票の提供を受け、当該質問票又は調査票に基づき、十

分な調査を実施できると認めるときは、第４２条及び第４３条の規定にかかわら

ず、新たに質問票又は調査票の提出を求めることを要しない。

第４節 評価及び結果の通知

（評価結果に係る手続）

第４５条 適性評価実施担当者は、前節の規定に基づく調査を終了したときは、適

性評価の結果に係る意見を付して当該調査の結果について適性評価実施責任者に

報告を行うものとする。

２ 適性評価実施責任者は、前項に規定する報告に基づき、適性評価の結果に係る

意見を付して調査の結果について防衛大臣に報告することを、防衛政策局長に依

頼するものとする。

３ 防衛政策局長は、前項の規定による依頼に基づき、適性評価の結果に係る意見

を付して調査の結果について防衛大臣に報告を行うものとする。

４ 防衛大臣は、前項に規定する報告を踏まえ、適性評価の結果を決定するものと

する。

（特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者への結果の通知等）

第４６条 防衛大臣は、別記第１２号様式の「適性評価結果等通知書（本

人用）」を適性評価実施担当者を通じて、適性評価において特定秘密を漏ら

すおそれがないと認められた評価対象者に対して交付することにより、法第

１３条第１項に規定する通知を行うものとする。

２ 前項の規定に基づき通知を行う際、評価対象者が特定秘密の取扱いの

業務を行うに当たり、特定秘密の保護のための法令及び関係規則を遵守

し、特定秘密の保護に努め、これを漏らさないことを誓約することを明

らかにするとともに、第３０条第１項各号に掲げる事情が生じた場合に

速やかにこれを特定秘密管理者に申し出ること等について確認すること

を明らかにするため、前項の評価対象者から誓約書を徴するものとする。

（特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった者への結果の通知

等）



第４７条 防衛大臣は、別記第１４号様式の「適性評価結果等通知書（本

人用）」を適性評価実施担当者を通じて、適性評価において特定秘密を漏ら

すおそれがないと認められなかった評価対象者に対して交付することにより、

法第１３条第１項及び第４項に規定する通知を行うものとする。その際

、当該評価対象者が第３９条第２項に規定する申出を行っているときは、

法第１３条第４項に規定する理由を通知しないものとする。

２ 前項に規定する理由の通知に当たっては、その理由が本人の申告に基

づく事実によるものであるときには、当該事実を示すなど具体的に理由

を示すものとする。ただし、評価対象者以外の者の個人情報の保護を図

るとともに、当該理由の通知によって、調査の着眼点、情報源、手法等

が明らかとなり、適性評価の円滑な実施の確保を妨げることとならない

ようにしなければならない。

（適合事業者への結果の通知）

第４８条 適性評価実施責任者は、評価対象者についての適性評価の結果を、当該

評価対象者が登載された候補者名簿を提出した特定秘密管理者に対して通知する

ものとする。

２ 前項の通知を受けた特定秘密管理者は、第４０条第４項の規定に準じて必要な

手続を行うものとする。

第５節 苦情の申出とその処理

（苦情処理責任者の指名等）

第４９条 適合事業者の従業者に対する適性評価について、苦情処理責任者及び苦

情受理窓口は、次の表の左欄に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄

及び右欄に掲げるとおりとする。

従業者 苦情処理責任者 苦情受理窓口

１ 内部部局の契約相手方 防衛政策局長 防衛政策局調査課

の従業者

２ 統合幕僚監部及び共同 統合幕僚長 統合幕僚監部総務部総務課

の部隊の契約相手方の

従業者

３ 陸上自衛隊の契約相手 陸上幕僚長 陸上幕僚監部指揮通信シス

方の従業者 テム・情報部情報課

４ 海上自衛隊の契約相手 海上幕僚長 海上幕僚監部指揮通信情報

方の従業者 部情報課

５ 航空自衛隊の契約相手 航空幕僚長 航空幕僚監部運用支援・情



方の従業者 報部情報課

６ 施設等機関等の契約相 各施設等機関等の長 秘密の保全に関する事務を

手方の従業者 所掌する部署

（苦情処理結果の通知等）

第５０条 防衛大臣は、別記第１５号様式の「苦情処理結果通知書」を苦情処理担

当者を通じて苦情申出者に対して交付することにより、法第１４条第２項に規定

する通知を行うものとする。

２ 前項の規定に基づき結果の通知を行うに当たっては、単に結論を示すだけでな

く、判断の根拠等を具体的に説明するものとする。ただし、苦情申出者以外の者

の個人情報の保護を図るとともに、当該結果の通知によって、適性評価の調査の

着眼点、情報源、手法等が明らかとなり、適性評価の円滑な実施の確保を妨げる

こととならないようにしなければならない。

３ 苦情処理責任者は、苦情処理の結果、適性評価の手続等が適正を欠くと認める

ときその他手続等の改善が必要と認めるときは、適性評価実施責任者にその改善

を勧告するなど適切な措置を講ずるものとする。

４ 適性評価実施責任者は、前項の規定による勧告を受けて改善措置を講じたとき

は、苦情処理責任者にその概要を報告するものとする。

５ 苦情処理責任者は、苦情処理の結果、改めて苦情申出者の適性評価を実施する

必要があると認める場合には、その旨を適性評価実施責任者に通知するものとす

る。

６ 適性評価実施責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係

る苦情申出者を登載した候補者名簿を提出した特定秘密管理者に通知するととも

に、改めて苦情申出者の適性評価を実施するものとする。この場合において、適

性評価実施担当者は、第４２条第１項及び第４３条第１項の規定にかかわらず、

質問票及び調査票の提出を求めないことができる。

７ 前項の規定に基づき通知を受けた特定秘密管理者は、第３８条第３項の規定に

準じて必要な手続を行うものとする。

第６節 適性評価実施後の措置

（従業者が法第１２条第１項第３号に該当する可能性がある場合の措置）

第５１条 適合事業者から、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者につい

て第３０条第１項各号に掲げる事情がある旨の連絡を受け、又は誓約書に基づく

従業者からの同条第１項各号に掲げる事情がある旨の申出を受けた特定秘密管理

者は、当該連絡又は申出に係る事情が、法第１２条第１項第３号に規定する事情

に該当すると認めるときは、第３８条第３項の規定に準じて必要な手続を行うと

ともに、特定秘密の保護に関する訓令第３７条第１項に規定する特約条項に基づ



く必要な措置を講じさせるものとする。

２ 前項の規定に基づく連絡又は申出を受けた特定秘密管理者は、当該連絡又は申

出に係る事情が、法第１２条第１項第３号に規定する事情に該当しないと認める

ときは、その旨を当該連絡又は申出をした者に通知するものとする。

第７節 適性評価の実施状況の記録

（適性評価の実施状況の記録）

第５２条 適性評価実施責任者は、適合事業者の従業者に対する適性評価の実施状

況を把握するために必要な事項を記録した帳簿を作成するものとする。

２ 防衛政策局長は、前項に規定する帳簿を取りまとめて、本省における適合事業

者の従業者に対する適性評価の実施状況を記録した帳簿を作成するものとする。

第４章 適性評価に関する個人情報等の管理

（適性評価に関する文書等の管理）

第５３条 適性評価実施責任者及び特定秘密管理者は、評価対象者ごとに

、その適性評価の実施に当たって作成又は取得した文書等を整理して、

これを管理するものとする。

２ 苦情処理責任者は、苦情申出者ごとに、その苦情の処理に当たって作

成又は取得した文書等を整理して、これを管理するものとする。

３ 前２項に規定する文書等は、人事評価に関する文書等とは別に管理す

るものとする。

４ 適性評価に関する文書等の管理については、公文書等の管理に関する

法律（平成２１年法律第６６号。これに基づく命令を含む。）の定めるところに

よる。

（適合事業者等における個人情報等の管理）

第５４条 特定秘密管理者は、適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働

する派遣労働者を雇用する事業主に対して、防衛大臣又は適合事業者から通知さ

れた文書等が、特定秘密の保護に関する訓令第３７条第１項に規定する特約条項

に基づき、適切に管理されるよう求めなければならない。

（適性評価に関する個人情報の管理等）

第５５条 適性評価に関する文書等に含まれる個人情報の管理については

、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５８号。これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

２ 個人情報を保護するための情報セキュリティ対策については、サイバ

ーセキュリティ戦略本部の下で定められる「政府機関等の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準群」に基づき、適切に行うものとする。



第５章 雑則

（研修）

第５６条 適性評価実施責任者は、適性評価実施担当者に対し、適性評価

の適正な実施を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、並びに

これらを向上させるために必要な研修を定期的に又は随時に行うものと

する。

（他の行政機関からの求めへの対応）

第５７条 防衛大臣は、他の行政機関から求めがあった場合において、評価対象

者からあらかじめ同意を得ているときは、過去に実施した適性評価の際に記載

され、又は記録された質問票又は調査票、これらに係る回答内容その他の過去

に実施した適性評価の過程で得た情報の提供その他の協力を行うものとする。

（内閣保全監視委員会からの求めへの対応）

第５８条 適性評価実施責任者は、特定秘密の保護に関する訓令第４１条

第２項の規定に基づき防衛政策局長が行う事務について、必要な協力を

しなければならない。

（内閣総理大臣への報告等）

第５９条 適性評価実施責任者及び苦情処理責任者は、防衛大臣が運用基

準Ⅴ第５項第１号の規定に基づき内閣保全監視委員会に対して報告する

ために必要な事項を、防衛大臣に報告するものとする。

２ 防衛大臣は、前項の規定に基づき報告された事項を取りまとめ、内閣

保全監視委員会に報告するものとする。

３ 前２項を実施するために必要な事項は、防衛政策局長が定める。

（協力）

第６０条 適性評価実施責任者及び特定秘密管理者は、適性評価の実施に

関し、相互に協力するものとする。

（検査）

第６１条 防衛大臣は、各幕僚監部及び施設等機関等における適性評価の状況に

ついて、定期検査を年１回以上実施するものとする。

２ 防衛大臣は、前項の定期検査のほか、必要があると認めるときは、適性評価の

状況を臨時に検査できるものとする。

（委任規定）

第６２条 この訓令を実施するために必要な事項は、第５９条第３項に規

定するものを除き、適性評価実施責任者が作成し、防衛大臣の承認を得

るものとする。



附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成２６年１２月１０日から施行する。

（経過措置）

２ 法附則第２条の政令で定める日の前日までの間においては、第３０条

第２項及び第５１条１項の規定は、適用しない。

附 則

（施行期日）

この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この訓令は、平成２９年３月２７日から施行する。

附 則

（施行期日）

この訓令は、令和２年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和３年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されてい

る書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則

この訓令は、令和４年４月７日から施行する。


